
奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正について

令 和 ５ 年 ６ 月 1 5 日

高校の特色づくり推進課

１ 改正理由

県立高等学校適正化実施計画、奈良県立高等学校等設置条例の一部を

改正する条例（令和４年７月奈良県条例第11号）等の規定に基づき、関

係する規定の整備を行うため、所要の改正をしようとするものである。

２ 改正内容

（１）学校外における学修等の単位認定の追記

単位認定対象の追記

（２）県立中学校に関わる追記

留学、編入学、転学の各条文及び様式に中学校を追記

（３）高等学校の課程・学科の設置及び廃止

学校名
課程 学科名

変更日
変更後 変更前 変更後 変更前

山 辺 高 等 全日制 全日制 農業探究、自 普通、生物科 令和６年４

学校 立支援農業、 学探究、自立 月１日

総合 支援農業 （※１）

奈良南高等 全日制 全日制 普通、建築探 普通、情報科 令和６年４
学校 究、森林・土 学、総合 月１日

木探究、情報

科学、総合

（※１）山辺高等学校の普通科及び生物科学探究科は令和８年３月31日まで存続

○ 新設する学科の概要

・山辺高等学校全日制課程総合学科

自分の進路や興味・関心に応じた科目選択ができ、多様な生徒のニ

ーズに対応するための教育課程を実施する。また、個々の進路希望に

応じて、同校の通信制課程に開設される科目等の履修ができ、柔軟な

学びを推進する。

また、生物科学探究科を廃止し、農業探究科を新しく設置する。

・奈良南高等学校全日制課程

「建築探究科」：高校生段階で２級建築士の受験に対応できる教育

課程を実施する。

「森林・土木探究科」：高校生段階で土木施工管理技士の受験機会

の確保に対応できる教育課程を実施する。

（４）高等学校への専攻科の学科の設置
学校名 学科名 設置日

変更後 変更前

宇陀高等学校 介護福祉科、イ 介護福祉科、ラ 令和６年４月１日

ンクルーシブ幼 ヒホイタヤ科

児教育科



○ 新設する学科の概要

・宇陀高等学校専攻科インクルーシブ幼児教育科

障害福祉の知識・技能を身に付けた保育教諭を育成するため、豊岡短期大学

（通信制）とのダブルスクール（要別途費用）を実施する。また実践的な学び

を深めるため、特別支援学校（幼稚部等）で長期インターンシップ（有給を含

む）を実施する。

○ 令和６年４月１日設置予定の学科の削除

・奈良南高等学校専攻科建築士養成科

３ 施行期日

公布の日、令和６年４月１日



規則（訓令）名 理 由 要 旨

奈良県立高等学校等の管 県立高等学校適正化実施 １ 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部改正

理運営に関する規則の一部 計画の規定に基づき、関係 （１）学校外における学修等の単位認定の追記

を改正する規則 する規定の整備を行うため 単位認定対象を追記する。

、所要の改正をしようとす （２）県立中学校に関わる文言修正

るものである。 （３）高等学校の学科の設置及び廃止

奈良県立奈良南高等学校全日制課程に建築探究科及び森林・土木

探究科を設置する。

（４）高等学校の専攻科の学科の設置及び廃止

奈良県立宇陀高等学校専攻科のラヒホイタヤ科を廃止し、インク

ルーシブ幼児教育科を設置する。

（第一条関係）

２ 奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

の一部改正

（１）高等学校の学科の設置及び廃止

奈良県立山辺高等学校全日制課程の普通科及び生物科学探究科を

廃止し、総合学科及び農業探究科を設置する。

（２）高等学校の専攻科の学科の廃止

奈良県立奈良南高等学校専攻科の建築士養成科を廃止する。

（３）その他所要の規定の整備を行う。

（第二条関係）



規則（訓令）名 理 由 要 旨

３ 施行期日

（１）１（１）、（２）及び２については、公布の日から施行する。

１（３）及び（４）については、令和６年４月１日から施行する。

（２）その他所要の経過規定を置く。

（改正附則関係）



奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育

委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
に
係
る
学
修

五

高
等
学
校
の
別
科
に
お
け
る
学
修
で
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て

修
得
し
た
科
目
に
係
る
学
修

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
退
学
し
た
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
再
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
中
「
高
等

学
校
」
を
「
中
学
校
又
は
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
特
別
支
援
学
校
」
を
「
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
普
通
」
の
下
に
「
、
建
築
探
究
、
森
林
・
土
木

探
究
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
項
中
「
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
」
を
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
幼
児

教
育
科
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
六
中
「高

等
学
校

」
を
「中

学
校
又
は
高
等
学
校

」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年

七
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
項
の
改
正
規
定
中
「
普
通
、
生
物
科
学
探
究
、
自
立
支
援

農
業
」
を
「
農
業
探
究
、
自
立
支
援
農
業
、
総
合
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
改
正
規
定
中
「
加
え
、
同
表
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
建
築
学
科
」
の

下
に
「
、
建
築
士
養
成
科
」
を
」
を
削
る
。

附
則
第
一
項
中
「
、
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
及
び
別
表
第
三
奈
良
県
立
奈
良
南

高
等
学
校
の
項
」
を
「
及
び
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
」
に
改
め
、
附
則
第
二
項
中

「
ビ
ジ
ネ
ス
科
」
の
下
に
「
並
び
に
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
及
び
生



物
科
学
探
究
科
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理

運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三

に
規
定
す
る
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈

良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。



奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表

一

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
単
位
の
修
得
）

（
単
位
の
修
得
）

第
二
十
条
の
二

略

第
二
十
条
の
二

略

２

略

２

略

３

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に

３

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
学
修
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
に

掲
げ
る
学
修
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
に

お
け
る
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位

お
け
る
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十

七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
に
係
る
学
修

五

高
等
学
校
の
別
科
に
お
け
る
学
修
で
高
等
学
校

学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
修
得

し
た
科
目
に
係
る
学
修

４

略

４

略

（
休
学
）

（
休
学
）

第
二
十
八
条

生
徒
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
以
下
こ
の

第
二
十
八
条

生
徒
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
二
十
八
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
疾

節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ

病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
休
学
し
よ
う
と
す
る
と

り
、
休
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
と
連
署

き
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
休
学
願
（
第
十
一
号
様

し
た
休
学
願
（
第
十
一
号
様
式
の
二
）
と
そ
の
事
情

式
の
二
）
と
そ
の
事
情
を
証
す
る
書
類
を
校
長
に
提

を
証
す
る
書
類
を
校
長
に
提
出
し
、
許
可
を
受
け
な

出
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

（
再
入
学
）

（
再
入
学
）

第
二
十
八
条
の
三

退
学
し
た
者
（
学
齢
生
徒
を
除
く

第
二
十
八
条
の
三

退
学
し
た
者
が
、
第
二
学
年
以
上

。
）
が
、
第
二
学
年
以
上
で
再
入
学
を
希
望
す
る
と

で
再
入
学
を
希
望
す
る
と
き
は
、
校
長
は
退
学
後
二

き
は
、
校
長
は
退
学
後
二
年
以
内
で
特
別
の
理
由
が

年
以
内
で
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
限

あ
る
と
認
め
た
と
き
に
限
り
、
退
学
時
の
学
年
へ
の

り
、
退
学
時
の
学
年
へ
の
再
入
学
を
許
可
す
る
こ
と

再
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２

再
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。

２

再
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
と
連
署
し

）
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
再
入
学
願
（
第
十
一
号

た
再
入
学
願
（
第
十
一
号
様
式
の
五
）
を
校
長
に
提

様
式
の
五
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



改

正

案

現

行

。
（
留
学
）

（
留
学
）

第
二
十
八
条
の
四

生
徒
が
外
国
の
中
学
校
又
は
高
等

第
二
十
八
条
の
四

生
徒
が
外
国
の
高
等
学
校
に
留
学

学
校
に
留
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
と
連

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
留
学

署
し
た
留
学
願
（
第
十
一
号
様
式
の
六
）
を
校
長
に

願
（
第
十
一
号
様
式
の
六
）
を
校
長
に
提
出
し
、
許

提
出
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

略

２
～
４

略

（
編
入
学
）

（
編
入
学
）

第
二
十
八
条
の
五

中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
第
一
学

第
二
十
八
条
の
五

高
等
学
校
の
第
一
学
年
の
途
中
又

年
の
途
中
又
は
第
二
学
年
以
上
に
入
学
す
る
こ
と
の

は
第
二
学
年
以
上
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は

で
き
る
者
は
、
相
当
年
齢
に
達
し
、
当
該
学
年
に
在

、
相
当
年
齢
に
達
し
、
当
該
学
年
に
在
学
す
る
者
と

学
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る

た
者
と
す
る
。

。

２
～
４

略

２
～
４

略

（
転
学
）

（
転
学
）

第
二
十
八
条
の
六

他
の
中
学
校
又
は
高
等
学
校
に
転

第
二
十
八
条
の
六

他
の
高
等
学
校
に
転
学
し
よ
う
と

学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
転
学

す
る
者
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
転
学
願
を
在
籍
校

願
を
在
籍
校
の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２
～
４

略

２
～
４

略

（
転
籍
）

（
転
籍
）

第
二
十
八
条
の
七

課
程
相
互
間
の
転
籍
を
希
望
す
る

第
二
十
八
条
の
七

課
程
相
互
間
の
転
籍
を
希
望
す
る

者
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
は
、
保
護
者
と
連
署
し

者
は
、
保
護
者
と
連
署
し
た
転
籍
願
（
第
十
一
号
様

た
転
籍
願
（
第
十
一
号
様
式
の
七
）
を
校
長
に
提
出

式
の
七
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

（
誓
約
書
）

（
誓
約
書
）

第
三
十
条

略

第
三
十
条

略

２

中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
校
長
は

２

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
校
長
は
、
生
徒
の
入

、
生
徒
の
入
学
を
許
可
し
た
と
き
は
第
十
二
号
様
式

学
を
許
可
し
た
と
き
は
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
誓
約

に
よ
る
誓
約
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



改

正

案

現

行

３

略

３

略

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

学
校
名

位
置

課
程
名

学
科
名

学
校
名

位
置

課
程
名

学
科
名

略

略

奈
良
県
立
奈

略

全
日
制

普
通
、
建

奈
良
県
立
奈

略

全
日
制

普
通
、
情

良
南
高
等
学

築
探
究
、

良
南
高
等
学

報
科
学
、

校

森
林
・
土

校

総
合

木
探
究
、

情
報
科
学

、
総
合

略

略

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

学
校
名

学
科
名

学
校
名

学
科
名

奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学

介
護
福
祉
科
、
イ
ン
ク

奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学

介
護
福
祉
科
、
ラ
ヒ
ホ

校

ル
ー
シ
ブ
幼
児
教
育
科

校

イ
タ
ヤ
科

略

略



改 正 案 現 行

第11号様式の６（第28条の４関係） 第11号様式の６（第28条の４関係）

留 学 願 留 学 願

このたび、下記の理由により留学したいので、許可くださるようお願いいたします。 このたび、下記の理由により留学したいので、許可くださるようお願いいたします。

科 学年 組 科 学年 組

生徒氏名 生徒氏名

保護者氏名 印 保護者氏名 印

１ 留学理由 １ 留学理由

２ 留学先の国名、中学校又は高等学校名、所在地及び学年 ２ 留学先の国名、高等学校名、所在地及び学年

３ 留学期間 年 月 日から 年 月 日 ３ 留学期間 年 月 日から 年 月 日

４ 留学中の寄宿先及びその住所 ４ 留学中の寄宿先及びその住所

５ その他参考事項（斡旋団体） ５ その他参考事項（斡旋団体）

年 月 日 年 月 日

奈良県立何学校長 殿 奈良県立何学校長 殿

備考 留学先の中学校又は高等学校の概要を示す書類等を添付すること。 備考 留学先の高等学校の概要を示す書類等を添付すること。

用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦型とする。 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦型とする。



二

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第

（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

略

略

別
表
第
一
奈
良
県
立
奈
良
商
工
高
等
学
校
の
項
中
「

別
表
第
一
奈
良
県
立
奈
良
商
工
高
等
学
校
の
項
中
「

機
械
、
ビ
ジ
ネ
ス
」
を
「
工
業
、
商
業
」
に
改
め
、
同

機
械
、
ビ
ジ
ネ
ス
」
を
「
工
業
、
商
業
」
に
改
め
、
同

表
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

表
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

る
。

奈
良
県
立
山

略

全
日
制

農
業
探
究

奈
良
県
立
山

略

全
日
制

普
通
、
生

辺
高
等
学
校

、
自
立
支

辺
高
等
学
校

物
科
学
探

援
農
業
、

究
、
自
立

総
合

支
援
農
業

定
時
制

農
業
、
家

定
時
制

農
業
、
家

政

政

通
信
制

普
通

通
信
制

普
通

略

略

別
表
第
三
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
項
中
「
介
護

別
表
第
三
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
項
中
「
介
護

福
祉
科
」
の
下
に
「
、
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
」
を
加
え
る

福
祉
科
」
の
下
に
「
、
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
」
を
加
え
、

。

同
表
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
建
築
学
科

」
の
下
に
「
、
建
築
士
養
成
科
」
を
加
え
る
。

略

略

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
項
、
別
表
第
一
奈
良
県

る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
二
項
、
別
表
第
一
奈
良
県

立
山
辺
高
等
学
校
の
項
及
び
同
表
奈
良
県
立
大
和
中

立
山
辺
高
等
学
校
の
項
、
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央

央
高
等
学
校
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月

高
等
学
校
の
項
及
び
別
表
第
三
奈
良
県
立
奈
良
南
高

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

等
学
校
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校

等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
に
規
定
す

等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
に
規
定
す



改

正

案

現

行

る
奈
良
県
立
磯
城
野
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の

る
奈
良
県
立
磯
城
野
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
科
及
び
奈
良
県
立
十
津
川
高
等
学

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
科
及
び
奈
良
県
立
十
津
川
高
等
学

校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
に
あ
っ
て
は
令
和
七

校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
に
あ
っ
て
は
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
表
に
規
定
す
る
奈

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
表
に
規
定
す
る
奈

良
県
立
奈
良
商
工
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
の
機

良
県
立
奈
良
商
工
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
の
機

械
科
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
科
並
び
に
奈
良
県
立
山
辺
高
等

械
科
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
科
に
あ
っ
て
は
令
和
八
年
三
月

学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
及
び
生
物
科
学
探

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
表
に
規
定
す
る
奈
良
県
立

究
科
に
あ
っ
て
は
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

大
和
中
央
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
の
普
通
科
に

間
、
同
表
に
規
定
す
る
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学

あ
っ
て
は
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ

校
の
通
信
制
の
課
程
の
普
通
科
に
あ
っ
て
は
令
和
九

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か

正
後
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す

わ
ら
ず
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

る
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
存

続
す
る
も
の
と
す
る
。

３

略

３

略



奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年

月

日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育

委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
に
係
る
学
修

五

高
等
学
校
の
別
科
に
お
け
る
学
修
で
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て

修
得
し
た
科
目
に
係
る
学
修

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
退
学
し
た
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
再
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
中
「
高
等

学
校
」
を
「
中
学
校
又
は
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
特
別
支
援
学
校
」
を
「
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
普
通
」
の
下
に
「
、
建
築
探
究
、
森
林
・
土
木

探
究
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
項
中
「
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
」
を
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
幼
児

教
育
科
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
六
中
「高
等
学
校

」
を
「中

学
校
又
は
高
等
学
校

」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年

七
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
項
の
改
正
規
定
中
「
普
通
、
生
物
科
学
探
究
、
自
立
支
援

農
業
」
を
「
農
業
探
究
、
自
立
支
援
農
業
、
総
合
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
改
正
規
定
中
「
加
え
、
同
表
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
建
築
学
科
」
の



下
に
「
、
建
築
士
養
成
科
」
を
」
を
削
る
。

附
則
第
一
項
中
「
、
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
及
び
別
表
第
三
奈
良
県
立
奈
良
南

高
等
学
校
の
項
」
を
「
及
び
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
」
に
改
め
、
附
則
第
二
項
中

「
ビ
ジ
ネ
ス
科
」
の
下
に
「
並
び
に
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
及
び
生

物
科
学
探
究
科
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理

運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三

に
規
定
す
る
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈

良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。


